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2020年 2月 14日 

吸収分割に係る事前開示事項 

愛知県豊田市トヨタ町 1番地 

トヨタ自動車株式会社 

取締役社長 豊田 章男 

トヨタ自動車株式会社（以下「甲」といいます。）は、2020年 2月 3日付でプライムプラネ

ットエナジー＆ソリューションズ株式会社（以下「乙」といいます。）と吸収分割契約を締

結し、2020 年 4 月 1 日を効力発生日として、甲の車載用電池の設計開発及び要素開発に係

る事業に関して有する権利義務を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）

を行うことにいたしました。 

会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条の規定に基づき開示する本吸収分割に

係る事項は、下記のとおりです。 

記 

1. 吸収分割契約の内容に関する事項（会社法第 782条第 1項）

本吸収分割に係る吸収分割契約は、別紙 1のとおりです。

2. 会社法第 758条第 4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項（会社法施行

規則第 183条第 1号）

乙は、本吸収分割に際し普通株式 231,984株を発行し、その全てを吸収分割会社である

甲に対して割当交付します。本吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は変動しませ

ん。本吸収分割に際して、乙が発行する株式数については、甲と乙の協議により決定し

たものであり、相当であると判断しております。

3. 吸収分割承継会社に関する事項（会社法施行規則第 183条第 4号）

最終事業年度にかかる計算書類等の内容（会社法施行規則第 183条第 4号イ）

乙の第 1 期事業年度は、会社設立の日である 2019 年 12 月 20 日より 2020 年 3 月 31

日までであり、本書類作成日現在、第 1期の事業年度を終了しておりませんので、第

1 期の事業年度に関する計算書類等は作成しておりません。乙の設立の日の貸借対照

表は、別紙 2のとおりです。 
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4. 吸収分割会社について、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法

施行規則第 183条第 5号イ）

該当ありません。

5. 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継会

社の債務（吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限

る。）の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183条第 6号）

(1) 甲の債務の履行の見込みについて 

① 甲の 2019年 3月 31日現在の貸借対照表における資産の部の合計金額及び負債の部

の合計金額はそれぞれ金 17,716,993 百万円及び金 5,266,718 百万円です。本吸収

分割において甲から乙への承継の対象となる資産及び負債の帳簿価額はそれぞれ

金 54,309 百万円及び金 0 円となる見込みです。よって、本吸収分割後において甲

の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれます。

② 本吸収分割後における甲の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、甲の

負担する債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりま

せん。

③ 以上のとおりですので、本吸収分割によっても、甲の負担する債務の履行の見込み

については特段の支障がないと判断しております。

(2) 乙が承継する債務の履行の見込みについて 

本吸収分割において甲から乙への承継の対象となる資産及び負債の帳簿価額はそれぞ

れ金 54,309 百万円及び金 0 円となる見込みです。よって、乙は甲から債務を承継しな

いため、該当事項はありません。 

以上 

別紙 1 吸収分割契約 

別紙 2 乙の設立の日時点の貸借対照表 
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